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夏季休業中の生活について（依頼） 

 

 夏季休業中は、生徒が自分で自分の生活を律するよい機会です。学習、運動等に充実した夏休みが過

ごせるかどうかが、今後の高校生活を送るうえで、大きな影響を持つと考えます。 

 しかし、夏休みという解放感から、好ましくない行動に走る傾向も強まると思われます。下記の点に

ご留意いただき、家族の中での話し合いを深め、問題行動の早期発見、未然防止に努めるようご協力の

程、よろしくお願いいたします。 

 また、社会の急激な変化に伴って、就職・進学を問わず進路選択をめぐる環境が大きく変化していま

す。この夏休みを利用して、生徒が自分の夢や生き方と将来の進路の選択について考えるよう、ご家庭

で話し合いを持っていただくのも意義あることだと考えます。 

 

記 

 

１．学 習 に つ い て 

  １学期の丌十分だったところの復習、２学期の予習に計画性を持って取り組み、２学期からの授業

に臨めるように、自分で勉強する習慣をつけるようにご指導ください。 

  また、夏休み中は時間的に余裕もあり読書をするよい機会です。読書の習慣をつけるようにご指導

ください。 

  例年、宿題や課題を夏休み後、期日までに提出しない生徒がいます。必ず提出できるように余裕を

持った取り組みをするようご指導ください。特に３年生は、自分の進路を考え、学習その他の諸準備

に全力で取り組むようご指導をお願いします。学校においても、自習室を準備しておりますので、活

用するようすすめてください。 

 

２．健 康 に つ い て 

   夏休み中も早寝・早起き・規則正しい食事等、基本的な生活習慣を守るよう、ご注意下さい。 

  受診勧告を受けている場合、治療を要する疾患がある場合及び３年生については麻しんの予防接種

をまだ受けていない場合は、この夏休み中に必ず受診し、処置を受けて下さい。 

  また、夏に起こりやすい熱中症等の事故防止について、別紙「ほけんだより」を参考にしていただ

いて、ご家庭でもご指導下さい。 

 

３．ア ル バ イ ト に つ い て 

    アルバイトは生活環境の変化から、生活のリズムが乱れがちになり、いろいろな問題行動へと進む

結果になることもあります。諸事情によりアルバイトをさせる場合は、ご家庭でよくご相談し、事業

内容、労働条件、職場の人間関係等を十分に調査の上決定し、学校へは「アルバイト届」を提出して

ください。 

 

４．外 出・旅 行 に つ い て       

    常に外出先の確認をするとともに、常識的な帰宅時間を守らせるようにしてください。 

 また、外泊を伴う旅行については、事前に同伴者の確認、宿泊先の連絡方法等の確認をお願いします。

無断での外泊がありましたら、学校や大阪府少年サポートセンターなどへご相談ください。 

 

５．バ イ ク に つ い て 

   現在、大阪府内のほとんどの高校で取り入れられている「三ない運動」（免許を取らない。バイ

クを買わない。バイクに乗らない。）を本校においても推進していますが、近年においても残念な

がら単車による事故で、府立高校生の死亡、負傷が報告されています。さらに自転車の事故でも死

亡事故が報告されています。 

 ご家庭におかれましても、「三ない運動」の主旨を理解され、人命尊重、交通事故防止の観点から、

ご指導していただくと同時に、自転車の運転についてもマナーや事故に十分ご注意していただくよう

お願いします。 



 

６．登 校 に つ い て 

     部活動は計画書に基づき、顧問の監督のもとに活動しています。猛暑の中での活動が予想されま

すので、学校でも熱中症等の事故を予防するため、活動時間や水分補給に充分配慮するよう指導し

ていますが、ご家庭でもご注意ください。 

  また、学習等で登校する生徒のため、自習教室を用意しておりますので利用させてください。 

  場所：選択Ａ教室  時間：９：００～１７：００（月～金） 

なお、登下校時は、この期間も制服着用となっています。 

                    

                     

７．そ  の  他      

 ① 丌審な者を見かけた時は、校内外を問わず関わりを避けるとともに、管理者や関係者に連絡し、

状況によっては、速やかに警察への連絡をするようにご指導ください。 

②  繁華街を深夜に徘徊したり、盛り場に出入りすることがきっかけとなって、夜遊びや無断外泊

 等の問題行動（喫煙・飲酒・麻薬・覚醒剤・シンナー・暴力行為・万引き等）につながることが

 多いのでご注意ください。 

  また高校生が加害者となって友人を殺傷するという事件が続きました。命の大切さについてもご

家庭でよく話し合ってみると同時に、生徒のちょっとした変化にもご注意ください。何か様子が

普段と異なりおかしいと感じられましたら、遠慮無く担任・教頭にご相談ください。   

  ③ 携帯電話の「出会い系サイト」などで、高校生が被害に遭う事件が多発しています。このような

サイトには、絶対にアクセスしないようご注意ください。また、インターネット等の利用よる問題

や覚醒剤等薬物事件にも巻き込まれないようご注意ください。さらに「携帯電話のフィルタリング

サービス」（アクセス制限）について、販売店でもご相談ください。 

  ④ いじめは、絶対にあってはならないことです。そのようなことで悩んでいる場合は学校に相談す

るか、または「すこやか教育相談24(24時間いじめ電話相談)｣（0570-078310）を活用するよ

うお話しください。 

  ⑤ ご丌明な点がございましたら担任、または教頭までご連絡ください。 

     ［連絡先］ ・大阪府立東淀川高等学校：  06-6391-2427 

                 

・大阪府少年サポートセンター：梅田 06-6362-2225 

                       豊中 06-6866-3000 

 

 ※ ２学期の授業は、次のように学年によって開始日が異なります。ご注意ください。 

３年生は８月 24日（火） 

２年生は８月 30日（月） 

１年生は８月 30日（月） 

 

※ 学校の情報や教育活動については学校のＨＰにも掲載しております。 

ぜひご覧ください。 

また、メールマガジンの登録がまだの方は、ぜひご登録をお願いいたします。 


